
議案第102号 

朝来市山城の郷条例の全部を改正する条例制定について 

朝来市山城の郷条例の全部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和７年12月９日提出 

朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

山城の郷の施設の指定管理の手法を改めるため、所要の条例整備をしようとするも

のです。 

  



朝来市条例第 号 

朝来市山城の郷条例の全部を改正する条例 

朝来市山城の郷条例（平成27年朝来市条例第27号）の全部を改正する。 

朝来市山城の郷条例 

（設置） 

第１条 国史跡竹田城跡の来訪者に休憩の場を提供するとともに、交流人口の増加、

観光の振興及び地域の活性化を図るため、朝来市山城の郷（以下「山城の郷」とい

う。）を設置する。 

（位置） 

第２条 山城の郷の位置は、朝来市和田山町殿13番地１とする。 

（施設） 

第３条 山城の郷は、次に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 特産の館 

(2) 交流の館 

(3) トイレ棟 

(4) 第１駐車場 

(5) 第２駐車場 

（業務） 

第４条 山城の郷は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

(1) 飲食の提供及び特産品の販売に関すること。 

(2) 地域住民及び来訪者の交流促進並びに地域振興活動に関すること。 

(3) 国史跡竹田城跡及び市内観光資源に関する観光案内、情報発信及び展示に関す

ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（開館時間） 

第５条 特産の館及び交流の館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。た

だし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第６条 特産の館及び交流の館の休館日は、定めないものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、臨時の休館日を定めることができる。 

（入場の制限） 

第７条 市長は、山城の郷に入場しようとする者又は現に入場している者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒否し、又は退去を命ずることがで

きる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 管理上支障があると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

（利用の許可） 



第８条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けな

ければならない。 

２ 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付

することができる。 

（利用の許可の取消し等） 

第９条 市長は、施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各

号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の

許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により施設の利用の許可を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対す

る賠償の責任を負わない。 

（使用料） 

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。 

（使用料の減免） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（使用料の不還付） 

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要

があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理

由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（権利譲渡等の禁止） 

第13条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は許可を受けた目的以外に利用

してはならない。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、山城の郷の施設の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しな

ければならない。第９条の規定により利用の停止を命ぜられ、又はその許可を取り

消されたときも、同様とする。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。こ

の場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第15条 故意又は過失により山城の郷の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、

原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長

は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除すること

ができる。 

（指定管理者による管理） 

第16条 市長は、地方自治法 （昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、

法人その他の団体で市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に山城の郷

の施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。 



２ 前項の規定により指定管理者に山城の郷の管理を行わせる場合の当該指定管理者

が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 第４条各号に掲げる業務 

(2) 山城の郷の施設の利用の許可に関すること。 

(3) 山城の郷の施設の維持管理に関すること。 

(4) 山城の郷の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受に関す

ること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 指定管理者に第１項の管理を行わせる場合における第５条から第９条までの規定

の適用については、第５条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指

定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第６条第２項中「市長は、

必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるとき

は、市長の承認を得て」と、第７条から第９条までの規定中「市長」とあるのは「指

定管理者」とする。 

（利用料金） 

第17条 市長は、前条第１項の規定により、指定管理者に山城の郷の施設の管理を行

わせる場合にあっては、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第10条から第12条までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、

第10条中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長は、

必要があると認めるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、必要があると認

めるときは、市長の承認を得て利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、「市長が認めるときは」とあるのは「指定管理者が認めるときは、市

長の承認を得て」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の朝来市山城の郷条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

別表（第８条及び第10条関係） 

施設 区分 使用料 摘要 

特産の館 多目的室 5,000円／日  
    

交流の館 どま広場 5,000円／日 区分利用 



150,000円／日 全部利用 
    

備考 「区分利用」は、概ね２ｍ×５ｍ単位での利用とする。 

 



  

議案第102号資料 

 朝来市山城の郷条例逐条解説 

（設置） 

第１条 国史跡竹田城跡の来訪者に休憩の場を提供するとともに、交流人口の増加、

観光の振興及び地域の活性化を図るため、朝来市山城の郷（以下「山城の郷」とい

う。）を設置する。 

【解説】 

本条は、この条例の制定目的を明らかにしたもので、朝来市山城の郷（以下「山

城の郷」という。）は竹田城跡を訪れた来訪者に休憩の場所を提供するとともに、そ

の適切な活用による交流人口の増加及び観光振興、地域の活性化に寄与することを

目的として設置しようとするものです。 

 

（位置） 

第２条 山城の郷の位置は、朝来市和田山町殿13番地１とする。 

【解説】 

山城の郷の位置を規定したものです。 

 

（施設） 

第３条 山城の郷は、次に掲げる施設をもって構成する。 

(1) 特産の館 

(2) 交流の館 

(3) トイレ棟 

(4) 第１駐車場 

(5) 第２駐車場 

【解説】 

山城の郷の施設構成を規定したものです。 

 

（業務） 

第４条 山城の郷は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

(1) 飲食の提供及び特産品の販売に関すること。 

(2) 地域住民及び来訪者の交流促進並びに地域振興活動に関すること。 

(3）国史跡竹田城跡及び市内観光資源に関する観光案内、情報発信及び展示に関す

ること。 

(4）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

【解説】 

第 1条に規定する目的を達成するための業務を規定したものです。 

 
 

（開館時間） 
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第５条 特産の館及び交流の館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。た

だし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。 
 

【解説】 

特産の館及び交流の館の開館時間を規定したものです。 

 

（休館日） 

第６条 特産の館及び交流の館の休館日は、定めないものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、臨時の休館日を定めることができる。 

【解説】 

特産の館及び交流の館の休館日について規定したものです。 

 

（入場の制限） 

第７条 市長は、山城の郷に入場しようとする者又は現に入場している者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、入場を拒否し、又は退去を命ずることがで

きる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。 

(3) 管理上支障があると認めるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

【解説】 

山城の郷の入場の拒否、退去について規定したものです。 

 

（利用の許可） 

第８条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けな

ければならない。 

２ 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付

することができる。 

【解説】 

山城の郷の利用許可について規定したものです。 

 
 

（利用の許可の取消し等） 

第９条 市長は、施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各号

のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許

可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により施設の利用の許可を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対す

る賠償の責任を負わない。 
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【解説】 

山城の郷の利用に関し、利用条件を変更し、利用を停止し、利用許可を取り消す

場合について規定したものです。 

 

（使用料） 

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。 

【解説】 

山城の郷利用者の使用料納付義務について規定したものです。 

 

（使用料の減免） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

【解説】 

山城の郷利用者の使用料減免について規定したものです。 

 

（使用料の不還付） 

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公益上若しくは管理上の必要

があるとき、又は災害等利用者の責めに帰することができない理由その他特別の理

由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

【解説】 

山城の郷利用者の使用料還付について規定したものです。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第13条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、又は許可を受けた目的以外に利用

してはならない。 

【解説】 

山城の郷利用者の権利譲渡禁止を規定したものです。 

 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、山城の郷の施設の利用が終わったときは、直ちに原状に回復しな

ければならない。第９条の規定により利用の停止を命ぜられ、又はその許可を取り

消されたときも、同様とする。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復するものとする。こ

の場合において、利用者は、その経費を負担しなければならない。 

【解説】 

山城の郷利用者が、使用後に施設の原状回復を行う義務について規定したもので

す。 

 
 

（損害賠償の義務） 
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第15条 故意又は過失により山城の郷の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、

原状の回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長

は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除すること

ができる。 
 

【解説】 

山城の郷の施設や設備を損傷し、滅失し、原状回復ができない者に対して、損害

賠償の義務を規定しています。 

 
 

（指定管理者による管理） 

第16条 市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、

法人その他の団体で市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に山城の郷の

施設の全部又は一部の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に山城の郷の管理を行わせる場合の当該指定管理者

が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 第４条各号に掲げる業務 

(2) 山城の郷の施設の利用の許可に関すること。 

(3) 山城の郷の施設の維持管理に関すること。 

(4) 山城の郷の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受に関する

こと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

３ 指定管理者に第１項の管理を行わせる場合における第５条から第９条までの規定

の適用については、第５条中「市長が必要があると認めるときは」とあるのは「指

定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第６条第２項中「市長は、

必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるとき

は、市長の承認を得て」と、第７条から第９条までの規定中「市長」とあるのは「指

定管理者」とする。 
 

【解説】 

山城の郷の管理を、指定管理者が行うことができるように規定しています。その

際には、施設設置の目的を実現するための業務はもちろん、施設の維持管理、施設

利用の許可と利用料金の取扱いについても指定管理者が行えることを規定していま

す。 

 
 

（利用料金） 

第17条 市長は、前条第１項の規定により、指定管理者に山城の郷の施設の管理を行

わせる場合にあっては、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲で、指定管理者が市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第10条から第12条までの規定は、利用料金について準用する。この場合において、
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第10条中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長は、

必要があると認めるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、必要があると認

めるときは、市長の承認を得て利用料金」と、第12条中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、「市長が認めるときは」とあるのは「指定管理者が認めるときは、市長

の承認を得て」と読み替えるものとする。 
 

【解説】 

指定管理者が利用の許可を行った者から、利用料金を収入として受け取ることが

できることを規定しています。指定管理者は、使用料の額を上限として市長の承認

を得て利用料金を設定することができます。 

 

（委任） 

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

【解説】 

この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めることについて規定し

たものです。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の朝来市山城の郷条例別表の規定は、この条例の施行の日

以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

【解説】 

条例の施行期日と経過措置について規定しています。 

 

別表（第８条及び第10条関係） 

施設 区分 使用料 摘要 

特産の館 多目的室 5,000円／日  

交流の館 どま広場 
5,000円／日 区分利用 

150,000円／日 全部利用 

備考 「区分利用」は、概ね２ｍ×５ｍ単位での利用とする。 

【解説】 

各施設の使用料を規定したものです。近隣施設である、たけだ城下町交流館や和

田山文化会館における同種施設の使用料を基準に算出しています。 
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山城の郷施設構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 
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